
 

 

 

「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整

理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定め

る自動車等について（依命通達）」の一部改正について（依命通達） 

 

 

 

 

 

 

国土交通省物流・自動車局長より、標記依命通達の一部を改正する

通達が下記のとおりありましたのでお知らせします。 

 

 

 








